


はじめに

　地域の皆様には益々ご健勝のこととご推察申し上げます。日頃は宍道地区社

会福祉協議会の活動に、ご理解・ご協力を頂いております事に厚くお礼を申し

上げます。

　昨年は猛暑に加え、各地で地震・水害と自然災害にみまわれました。

もしあれだけの災害が自分の住む町で発生したならばと、恐怖に思ったのは誰

しも感じられた事と思います。日常の福祉活動で、災害に備えることの重要性

を痛感されたのではないでしょうか。

　一方、島根県や松江市では少子高齢化・人口減少社会を受けて「我が事、丸

ごと地域共生社会」の実現に向けて取り組みを実施しています。地域に出来る

ことは地域に住む人でお互いに助け合い協力をして行く中で、行政と協働して

地域社会を構築することです。

　また、第 5 次宍道地区地域福祉活動計画（2019 年～ 2023 年度）を策定する

ために、町内の約 1,000 名の方にアンケート調査を行いました。

　これらのことを踏まえて、第 5 次活動計画ではスローガンを「みんなで創ろ

う　明るい笑顔で　明るい地域」とし、最重点活動に「地域見守り隊結成の推

進」を掲げて、高齢者や障がい者など要支援者の平常時の見守り、災害時の助

け合いを推進していく事としています。そして、アンケート結果からは、「生

活支援の推進」として、特に買い物支援・通院支援を採択しております。

　行政や町内の各種団体と連携を取りながら、地域の誰もが安心して暮らせる

地域社会を目指して、活動計画に掲げた項目に取り組んで参ります。

　終わりになりましたが、策定委員・オブザーバーの皆様をはじめ松江市社会

福祉協議会・自治会連合会・宍道公民館の皆様には計画策定にあたり、ご指導

ご協力を頂き有難うございました。

平成 31 年 3 月  　　　　

宍道地区社会福祉協議会

会　長　　高木陽治
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（１）　宍道地区の現況について

☆概要
　宍道地区は、松江市の西端に位置し、北は宍道湖、南は丘陵地で、東西 10 ㎞、

南北約 6 ㎞の台形状をなし、宍道湖岸に広がる地域面積 60.17 ㎢の町です。

東西にＪＲ山陰本線・山陰自動車道・国道 9 号線、南北にＪＲ木次線・中国

横断自動車道尾道松江線・国道 54 号線が走り、更に近くには出雲空港があり、

交通の便に恵まれています。

　宍道地区では、昭和 31 年頃に 10,700 人余りあった人口が現在では 8,700

人ほどとなり、人口の減少が進んでいます。また、年少人口が減少する一方

で高齢者人口が増加し、少子高齢化の状況が進んでいます。世帯数は増加し

ており、核家族化の進行とこれに伴い 65 歳以上のみの高齢者世帯（独居・

高齢者のみ）が増加しています。

　こうした中、近年、地区内に福祉施設が増えてきており、医療・福祉の分

野での連携が進んでいる状況があります。

　また、少子高齢化や全国的な自然災害の発生などを背景に、高齢者や障が

いを持つ人に対する日常的な見守りや災害時の支援、子育ての支援に対する

関心が高まりつつあります。

　そして子育てに関しては、幼保園や子育て支援センター、児童クラブが設

置され、施設環境が整備されています。

☆人口の状況（資料 1・2・3）
　平成 30 年 3 月末現在の人口は 8,723 人、世帯数は 3,135 世帯です。人口は

年々減少しており、平成 21 年の 9,435 人と比べると 10 年間で 712 人減少し

ています。逆に世帯数は年々増加しており、平成 21 年の 2,885 世帯と比べ

ると 10 年間で 250 世帯増加しています。このことから、単身世帯の増加や

核家族化が進んでいると考えられます。

　年齢階層別で見ると、年少人口と生産年齢人口が減少し、65 歳以上の高

齢者人口が増えており、相対的な構成割合でも同様の状況を示しています。

　5 年後の予測によると、人口動態に大きな変動要因がない場合、将来的に

はこの状況が概ね同様に推移するものと見込まれます。
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☆高齢者の状況（資料 1・2・3・4）
　65歳以上の高齢者人口は年々増加しており、平成30年3月末現在では3,100

人で、10 年前の平成 21 年の 2,711 人よりも 389 人増えています。

　同様に高齢化率（高齢者人口（65 歳以上）の総人口に占める割合）も

28.7％から 35.5％に増えており、3 人に 1 人を超えて高齢者という割合になっ

ています。

　また、高齢化率の増加と同様に 65 歳以上のみの高齢者世帯の数も増加し

ており、平成 30 年 3 月末では 876 世帯と平成 21 年の 486 世帯の倍近くにま

でなっています。

　高齢化率を平成 30 年 3 月末時点で市内他地区（29 公民館区）と比較して

みると、宍道地区（35.5％）は県（33.6％）・市（28.8％）・国（27.7％）の数

値を上回り、高齢者人口の割合が多い方に位置しています。

☆要介護認定者の状況（資料 5・6）
　平成 30 年 3 月末現在の要介護認定者（要支援・要介護）の数は 671 人で、

要介護認定率（要介護認定者の高齢者人口（65 歳以上）に占める割合）は

21.6％とこの 10 年間では増加する状況にあります。

　なお、全国的に軽度者（要支援 1・2、要介護 1）の割合が大きくなってい

る状況があります。

☆年少人口の状況（資料 1・2・3・7）
　0 歳から 14 歳までの年少人口は年々減少しており、平成 30 年 3 月末現在

では 1,001 人で、10 年前の平成 21 年の 1,233 人よりも 232 人減っています。

　年少人口率（年少人口の総人口に占める割合）を平成 30 年 3 月末時点で

市内他地区（29 公民館区）と比較してみると、宍道地区（11.5％）は市（13.4％）・

県（12.4％）・国（12.3％）の数値を下回り、年少人口の割合が少ない方に位

置しています。

　地区内の学校施設は、高校が 2 校（宍道高校・こころの宝石箱）、中学校

が 2 校（宍道中・大野原分校）、小学校が 3 校（宍道小・来待小・大野原分校）、

幼保園が 1 園あります。また、子育て支援センター（1 カ所）や児童クラブ（小

学校 2 校に併設）が設置されています。
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☆障がい者（障がい者手帳を持っている人）の状況（資料 8）
　平成 30 年 3 月末現在、障がい者手帳（身体障がい者手帳・療育手帳・精

神障がい者保健福祉手帳）の所持者数は 566 人で、近年、ほぼ横ばいで推移

している状況です。

　また、年齢別構成で見た場合（平成 30 年 3 月末現在）、0 歳から 14 歳ま

でが 14 人（2.5％）、15 歳から 64 歳までが 204 人（36.0％）、65 歳以上が

348 人（61.5％）と、高齢者に多い状況があります。
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（２）福祉活動計画策定のためのアンケートについての
　　 考察と提言

　宍道地区社会福祉協議会では、第 5 次地域福祉活動計画（2019 ～ 2023 年度）

をまとめるにあたり、策定委員の議論ばかりではなく、町民の方の考え方、意

見を反映させることが重要と考え、自治会の３役、班長、福祉推進員と民生委

員並びにその家族の方約 1,000 名に、福祉活動計画策定のためのアンケートを

お願いし、集約・分析をいたしました。

　主要な項目についての考察・提言を記しました。

　アンケートの細部は、資料編の 22 から 24 ページを参照ください。

１．道路の除雪・倒木などの対処や備え
　毎年１月２月には多くの積雪があり、通勤・通学・買い物などに支障が発

生していることから、重要度と不満度が高い回答になっています。

　行政には、除雪車両の増備、除雪作業会社や運転操作者の支援等除雪体制

の強化をさらに推進していくことが求められています。

　各家庭の木戸口までの雪かき、雪下ろしなどの支援も要望が高く、地域で

の協力・支援の仕組み作りも重要なテーマです。

２．防火訓練・救命講習や避難訓練・連絡体制などの消防・防災活
動の実施

　島根県内では、地震や集中豪雨など災害が多発し、いつ宍道町にもその危

険が迫ってくるか不安な状況です。必要度の順位は上位になっています。災

害に備える心構えや訓練も大切な対策であり、避難マニュアルの整備、避難

訓練の実体験、災害応急用の備品など身近にできる対策の必要性をアンケー

ト結果は表していると考えられます。

　災害の発生時の支援行動や援助には、見守り隊と言われる身近なネット

ワークが力を発揮します。平常時からの見守りと地域ごとのチームワークづ

くりも推進すべき対策です。
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３．見回りなどの防犯活動や防犯灯、防犯用具の設置
　夕暮れ時や夜間になると、児童生徒の通学や高齢者・女性の行き来が不安

になる地形が多くあります。街路灯、防犯カメラ等の設置が望まれています。

　現在行っていただいているボランティアの見守りなど、見守り隊の活動も

大いに期待されています。

４．買い物・通院など移動支援活動、見守り・弁当お届けなど生活
支援活動の実施

　日常の買い物、通院に不便を感じている移動に関する回答と、高齢独居の

方、体の不自由な方などの食事・清掃・買い物・安否確認などの生活支援を

必要としている回答はたくさん出されています。

　移動支援は、行政・地区社協・自治会・関係機関・民間の総力をかけた取

り組みを実施すべき重要な課題です。生活支援は、前記関係者に加えて、身

近な地域のネットワークが成果を上げるものと考えられます。

５．登下校の見守りなど子どもの安全を支える活動、横断歩道、踏
切などでの交通安全活動の実施

　朝夕の登下校の見守りや交通安全活動は、数多くのボランティアの方々の

力によって行われており、上位の満足度評価となっています。皆様の活動に

対する感謝の気持ちが表れているところです。

　子供たちの安全のための活動と防犯・安全設備の設置により、子供たちの

安全安心がさらに高まるように推進する必要があります。
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（３）第 5 次宍道地区地域福祉活動計画・重点実施項目等
　　 の概要

　前回計画の振り返り、宍道町の現況と予測、福祉関係アンケートなどをもと

に計画策定に取り組みました。高齢者世帯の増加による老々介護や社会での孤

立、車を持たない人の利便の低下などを解決し、住み慣れた場所で暮らし続け

られるように見守り、支えあう取り組みが必要です。少子化についても、共働

き家庭やひとり親家庭も含め、地域で子供を見守り育てていくという課題があ

ります。

　第５次宍道地区地域福祉活動計画では、次のような重点実施項目を定め、取

り組んでいきます。

地域見守り隊結成の推進
　地震や集中豪雨など災害の多発、災害級の暑さ、降雪による交通途絶などの

発生に対し、地域の中に支援を必要とする方々が増加しています。また、社会

生活の点からも、高齢者の一人暮らし、認知症や足腰の衰え、乳幼児などの支

援を必要とする方々が多くなっています。

　いざ災害が発生したときの支援行動や援助には、このような方々への日ごろ

からの見守りが重要なポイントになります。向こう三軒両隣りといわれるよう

な、身近なネットワークがいざというときに力を発揮します。

　地域見守り隊を結成し、支援を受ける人、支援する人が、お互い顔の見える

お付き合いや声掛けする環境を作っておこうとするものです。

　第 5 次宍道地区地域福祉活動計画では、見守り隊の結成や活動の支援策とし

て、他地域での事例や松江市の補助制度の仕組みを紹介し、活動の相談に乗る

こととしています。町内各地域での結成、活動が広がっていくことを目標にし

ました。

生活支援の推進
　私たちの町は、車がないと生活上の支障が発生するような地域です。高齢に

伴い運転免許の返納、高齢者のみの世帯では車の利用ができなくなったり、移

動に大きな制限がある世帯が増加しています。
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　日常の買い物、通院に不便を感じている声はたくさんの方から届いており、

今回のアンケート結果にも、その要望・必要度は高い順位になっています。

　第 5 次宍道地区地域福祉活動計画では、交通弱者の買い物支援と通院支援に

ついて重要な事柄として取り組むことといたします。

買い物支援サービス、配達サービスについて、調査・研究・試行の期間を設け

て、効果の高い施策に取り組むことにします。

　早急に改善、対策を必要とする通院支援に関しては、コミュニティバスの利

用拡大を柱に、民間・その他の移動手段を含めた関係機関の総合力をもとに、

調査・研究・試行の期間を設けて、実効度の高い移動手段が出来上がるように

取り組むことにします。

関係団体との連携強化
　第 5 次宍道地区地域福祉活動計画の施策は、地区社協のみで実行できるもの

には限りがあり、行政、自治会、医療機関、介護施設、ボランティア組織など

あらゆる機関の力を結集し、“オール宍道”で取り組む必要があります。

中間評価の実施
　第 5 次宍道地区地域福祉活動計画は、5 年間にわたる長期の計画ですので、

3 年目の秋頃を目途に策定委員会を開催して中間評価を実施する計画です。

　社会状況の変化、施策の進捗度の確認、新しいテーマの取組等を検討して、

第 5 次地域福祉活動計画を見直し、地域の福祉活動がより一層成果の上がるよ

うに進めます。
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（６）第５次宍道地区地域福祉活動計画策定の経緯
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資 料 編
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資料10 福祉活動計画策定のためのアンケート結果（要約版）
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